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当社に対する訴訟における請求拡張の申立てに関するお知らせ 

 

当社は、当社元子会社である株式会社シナジー・コンサルティング（以下、「シナジー社」

といいます。）の顧客（個人 1名、以下、「相手方」といいます。）より、2021年 2月 10日

付にて損害賠償請求訴訟（以下、「本訴」といいます。）を提起され、東京地方裁判所に係属

中でありましたが、今般、相手方が本訴における訴額について請求の拡張を申立て、当社は

2021 年 8 月 26 日付にて請求の拡張申立書を受領いたしました。その結果、本訴の目的の

価額が当社の直前連結会計年度の末日の連結純資産の 15％を超えることになったことから

下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１．訴訟を提起された裁判所及び年月日  

（１）訴訟が提起された裁判所： 東京地方裁判所 

（２）訴訟が提起された年月日： 2021年 2月 10日 

（３）請求拡張の申立年月日： 2021年 7月 21日 

（４）請求の拡張申立書受領日： 2021年 8月 26日 

 

２．訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

 本訴は、相手方が過去にシナジー社と行った取引について、シナジー社、シナジー社

代表取締役及び当社元代表取締役に対して、民法 709 条等に基づき損害賠償を求める

とともに、当社に対して会社法 350 条に基づく損害賠償を求め、2021 年 2 月 10 日付

にて東京地方裁判所に訴訟提起を行ったものであります。 

 

３．訴訟を提起した者の概要 

（１）氏名：   個人 1名 

（２）住所：   神奈川県横浜市神奈川区 

 



４．訴訟内容 

（１） 内容：  会社法 350条に基づく損害賠償請求訴訟 

（２） 訴訟提起時の訴額 160万円 

（３） 請求拡張後の訴額 1億 2431万 2773円 

 

５．当社の対応方針と今後について 

当社では、相手方の主張は根拠のないものであり、当社が損害賠償責任を負う理由は

ないと考えております。既に、当社の正当性を主張して争っておりますが、今後もその

方針を継続してまいります。 

 なお、本訴が当社の業績に与える影響は現時点ではないと判断しておりますが、今後

開示すべき事項が発生した場合には速やかに公表いたします。 

 以 上 

 


